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障害者虐待防止相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　竹原市障害者虐待防止センター

　　　　　　☎ 24-6007

人権相談

差別、いじめ、嫌がらせ等、人権に関する相談

を受付けます。

日時　2月 15 日（水）９時～ 12 時

場所　人権センター

問い合わせ　東広島竹原人権擁護委員協議会

　　　　　　☎ 082-423-7752

高齢者総合相談

※上記以外は転送電話にて対応します。

問い合わせ　地域包括支援センター　☎ 22-5494

いのちのホットライン竹原

場所　ふれあい館ひろしま（中央 2-4-3）

問い合わせ　いのちのホットライン竹原

　　　　　　☎ 22-9102

県民相談

行政関係相談、交通事故に関する相談、相続や離婚など家

族に関する相談、近隣トラブル相談などを受け付けます。

日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９時～ 17 時

場所　県庁農林庁舎１階（広島市中区基町 10 番 52 号）

問い合わせ　広島県生活センター　☎ 082-223-8811

出張年金相談

日時　毎月第２水曜日　10 時～ 15 時 30 分

場所　人権センター１階会議室

※相談は予約制です。

※前々日の正午までに要申込

申し込み・問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691

行政相談　国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　入
いりこま

駒 智
さ と こ

子（忠海東町）　☎ 26-0235

　　　　　　山
やまさき

崎 繁
し げ お

雄（竹原町）　　☎ 22-0438

相談内容 曜日 時間・場所

高齢者
総合相談

月～金
8：30 ～ 17：00
（ふくしの駅）

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

専門相談については予約制。電話による相談も可。

◇偶数月は司法書士が応相談。

＊法律相談は、月初めから受付。

　無料での相談は一人１回です。

相談内容 日 時間帯

一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00ボランティア相談
（活動希望・援助依頼等）

自立支援・家計相談

税金相談 毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00

ご相談ください～ consulting serVice 相談窓口 ～

　市民人権標語 　小学生の作品　　友だちは　いつもあなたの　味方だよ

海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルにご注意！
〈事例①電話勧誘〉

　「新型コロナウィルスの影響で商品が売れず、

支援してほしい」と電話で言われたので海産物を

購入したが、届いた商品は身がほとんどない、金

額に見合わないものだった。

〈事例②商品の送り付け〉

　高齢の母のもとに、10 年ほど前にご購入いた

だいた方のリストを見て連絡している、と海産物

を勧める電話があった。母は断ったようだが、代

引きで商品が届き、受け取りたくないという。業

者に連絡しても電話はつながらない。

【海産物の電話勧誘や送り付けトラブルが急増】

　令和３年度には同様の相談が全国で 5,000 件を

超え、前年度の２倍以上となっています。

　相談内容を見ると、事例①のように消費者の親

切心などにつけ込む勧誘のほか、事例②のような

強引な勧誘も目立ちます。

【クーリング・オフや受け取り拒否で対応しましょう】

　事例①のように電話で勧誘を受けた場合、法律

で定められた契約書面を受け取ってから８日以内

であれば、たとえ商品が生鮮食品であってもクー

リング・オフは可能です。

　また事例②のように購入を断ったにもかかわら

ず一方的に商品が送りつけられた場合は、配送業

者へ事情を伝え、送り主の名称や所在地等の事業

者情報を控えてから受け取りを拒否しましょう。

　ただし、事例①、②ともに代引き配達で代金の

支払いを済ませてしまうと、実際には返金が難し

いケースも多いようなので注意しましょう。

 おかしいな、困ったなと思ったら、竹原市消費

生活相談室（☎ 22‐6965）にご相談ください。
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